
07202_福島県会津若松市_r7_3（R8.2.12提出）
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r7物価_3_2 r7物価_3_1

-                          -                                          

282,680                 18,130                                   

54,643                   72,900                                   

-                          -                                          

191,650                                  

-                                          

-                          33,710                                   

-                          316,390                                  error

33,710                   32,412                                   

1,396                     6,110                                     

-                          -                                          事業数 13 基金事業数 0 R6補正_推奨 -               

16,121                                   最終事業NO 16 R6補正_低 372,429       

-                          2,568                                     
”交付金が活用されて
いる旨の明記のみの
変更”を除いた数

10 R7予備_推奨 -               

282,680                 
"うち交付対象経費のみ
の変更"を除いた変更事
業数

10 R7補正_特別
加算以外

-               

33,710                   　（うち給付金事業数） 1

56,039                   -                                          

-                          -                                          

372,429                 -                                          

-                                          

-                          -                 373,601                                  -                         

総務省

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  1,165,320  1,165,320  -  316,390  56,039  -  92,776  700,115 - 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3万
円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○

住民税非課税・子育世帯支
援臨時給付金給付事業
定額減税不足額給付金給付
事業

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  372,429  372,429  -  316,390  56,039  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低
所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　12,591世帯×30千
円、子ども加算　1,285人×20千円、、定額減税を補足する
給付（うち不足額給付）の対象者　21,124人　(379,960千円）
のうちR7計画分
事務費　56,039千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　その他　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（12,591世帯）、定額減
税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（21,124
人）

－ ○ － R7.1 R8.1 対象世帯に対して令和7年3月までに支
給を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）
3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 生活応援臨時給付金給付事

業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

 700,115  700,115  700,115  154,615

①食料品価格等の急激な物価高騰に直面している市民生
活に対し、早急な支援を行うため、全市民に対し現金給付
により支援を行い、いち早く家計への負担軽減を図る。
②全市民への給付金及び事務費
③事務費154，615千円（消耗品費、郵券代、口座振替手数
料、業務委託料）、給付金545，500千円（全市民109，100人
×5，000円）
④全市民（世帯主に対し給付）

－ ○ － R8.1 R8.3 R8.3 支援額：545，500千円 ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定 対象分野に関連
しない

全世帯への通知
市ホームページ
広報誌

R7当初（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合
は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL
列で当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以
降に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
教育・保育施設等物価高騰
緊急支援給付金支給事業

米国関税措置 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

 31,883  31,883  31,883  -

①保育所等における光熱費及び児童の給食食材費の価格
高騰に対する支援を行うことにより、子どもたちの健やかな
育ちに必要な環境を守る
②各教育・保育施設等への給付金
③対象施設の利用児童数 のべ41,406名、光熱水費分の単
価335円、給食食材費分単価435円（教職員等は含まな
い。）
④市内の私立教育・保育施設等

－ － － R7.10 R8.3

対象施設からの申請を受け、令和８年３
月までに給付金を支給する
対象施設：44施設
交付額：31,883千円

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

対象施設への通知
市ホームページ R7補正（地）

7 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（観光施設事業特別会
計繰出金）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け
非常に寒冷な豪雪地であり、多くの暖
房用の燃料、電気等の使用が避けら
れない。また、夏季は、盆地であるため
高温多湿の日が続き、熱中症予防等
安全性を考慮すれば、冷房の稼働が
必須となっている。これらの地域的特
性は近年頻発する猛暑や豪雪・低温の
影響を顕在化させ、今般のエネルギー
価格高騰の影響を一層増大させてお
り、指定管理者では大きな負担となって
いる。こうした物価高騰の状況下では、
受益者負担の原則に照らせば利用料
への転嫁やサービス水準の見直しも余
儀なくされるところ、その場合、本施設
は直接住民の利用に供する施設であ
り、住民負担の増大が避けられない。
そのため、物価高騰対策として本交付
金を活用し、補助金として指定管理者
を支援することにより、新たな負担を求
めることなく、住民サービスの継続を図
るもの。

 3,168  3,168  3,168  -

①エネルギー価格高騰の影響を受けている指定管理者に
対し、その対象となる電気料の高騰分を支援することによ
り、適切な施設運営を図る。
②エネルギー価格高騰の影響を受けている電気料
③令和７年度支払額と、同年度の指定管理料積算額との
差額3,168千円
④一般財団法人会津若松観光ビューロー

○ － － R8.3 R8.3 対象者への交付額：3,168千円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定 対象分野に関連
しない

対象者に直接通知
市ホームページ R7補正（地）

8 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（勤労青少年ホーム管
理費）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け
非常に寒冷な豪雪地であり、多くの暖
房用の燃料、電気等の使用が避けら
れない。また、夏季は、盆地であるため
高温多湿の日が続き、熱中症予防等
安全性を考慮すれば、冷房の稼働が
必須となっている。これらの地域的特
性は近年頻発する猛暑や豪雪・低温の
影響を顕在化させ、今般のエネルギー
価格高騰の影響を一層増大させてお
り、指定管理者では大きな負担となって
いる。こうした物価高騰の状況下では、
受益者負担の原則に照らせば利用料
への転嫁やサービス水準の見直しも余
儀なくされるところ、その場合、本施設
は直接住民の利用に供する施設であ
り、住民負担の増大が避けられない。
そのため、物価高騰対策として本交付
金を活用し、補助金として指定管理者
を支援することにより、新たな負担を求
めることなく、住民サービスの継続を図
るもの。

 1,415  1,415  1,415  -

①物価高騰対策として、原油価格の高騰の影響を受けてい
る指定管理者に対し、その対象となる電気料金等の高騰
分を支援することにより、安定的かつ適切な施設運営を図
る。
②原油価格高騰の影響を受けている電気料金等③指定管
理者への補助金（令和７年度支出額-指定管理料積算額）
1,415千円
④一般財団法人会津若松市勤労者福祉サービスセンター

○ － － R8.3 R8.3 対象者への交付額：1,415千円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

対象者に直接周知
市ホームページ R7補正（地）

9 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
会津若松市清酒原料米高騰
支援事業補助金

米国関税措置 ○

⑥農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 18,420  18,420  18,420  -

①主要な地場産業である会津清酒の原料となる酒米・主食
用米の価格高騰が酒造業者の仕入れ価格や継続・安定的
な酒造りに影響を及ぼしていることから、酒造業者の原料
米の価格高騰に伴う負担額の一部を支援するため、既に
福島県で運用が行われている「福島県清酒原料米高騰対
策事業補助金」に上乗せし、市においてもさらなる支援を行
えるような制度を構築・運用し、酒造業者の負担軽減につ
なげる。
②市内酒造業者が清酒製造用として令和７年度に令和７年
産原料米を購入する費用への補助金（会津若松市清酒原
料米高騰支援事業補助金）
③対象事業者：7事業者。補助対象経費は、「福島県清酒
原料米高騰対策事業補助金」の交付額（確定額）。また、補
助率については、県補助金額（確定額）の３分の１。
※市内７酒造事業者への「福島県清酒原料米高騰対策事
業補助金」の支出額（推計）は合計55,260千円であり、その
３分の１となる18,420千円として積算
④会津若松市内に本社のある清酒製造事業者

－ － － R8.2 R8.3 対象者への交付額：18,420千円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定 酒蔵
対象者に直接周知
市ホームページ R7補正（地）

10 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 飼料価格高騰緊急対策事業
補助金（畜産振興事業費）

米国関税措置 ○

⑥農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 3,056  3,056  3,056  -

①飼料価格の高騰により、肉用牛繁殖農家の営農を圧迫
していることから、飼料の価格高騰分を支援し、営農の安
定化を図る。
②飼料価格高騰緊急対策事業補助金
③対象数：160頭、単価：19,100円/頭
④交付対象者：肉用牛繁殖農家、交付対象：保有する肉用
牛

－ － － R7.9 R8.3 当該支援策を通じて、営農継続される畜
産農家数：６経営体

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 農林水産・食品
分野

対象農家への個別配付
市ホームページへの掲載 R7補正（地）

11 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（会津総合運動公園等
維持管理費）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け
非常に寒冷な豪雪地であり、多くの暖
房用の燃料、電気等の使用が避けら
れない。また、夏季は、盆地であるため
高温多湿の日が続き、熱中症予防等
安全性を考慮すれば、冷房の稼働が
必須となっている。これらの地域的特
性は近年頻発する猛暑や豪雪・低温の
影響を顕在化させ、今般のエネルギー
価格高騰の影響を一層増大させてお
り、指定管理者では大きな負担となって
いる。こうした物価高騰の状況下では、
受益者負担の原則に照らせば利用料
への転嫁やサービス水準の見直しも余
儀なくされるところ、その場合、本施設
は直接住民の利用に供する施設であ
り、住民負担の増大が避けられない。
そのため、物価高騰対策として本交付
金を活用し、補助金として指定管理者
を支援することにより、新たな負担を求
めることなく、住民サービスの継続を図
るもの。

 2,795  2,795  2,795  -

①物価高騰対策として、原油価格高騰の影響を受けている
指定管理者に対し、その対象となる電気料、ガス代、燃料
費の高騰分を支援することにより、適切な施設運営を図る。
②原油価格高騰の影響を受けている電気料、ガス代、燃料
費
③令和7年度支払額と、同年度の指定管理料積算額との差
2,795千円
④一般財団法人会津若松市公園緑地協会

○ － － R8.3 R8.3 対象者への交付額：2,795千円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

対象者に直接通知
市ホームページ R7補正（地）

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

財政課担当部局課名 -                                                    

07202

【07_福島県】

07202_福島県会津若松市

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

0242-39-1203

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

-                         

エラー（交付対象経
費<既配分額）

エラー（交付
限度額<既
配分額）

51,507                  

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）

担当者氏名 国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費

316,390                                           

エラー（交付
限度額記載

不備）

都道府県区分

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分 配分予定額計
※事務連絡は該当団体のみに通知

51,507                  

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

エラー（既配
分額記載不

備）

エラー（自治
体名記載不

備）

エラー（担当
者・連絡先記

載不備）

-                         

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分）

51,507                                           

小計　交付限度額（R7予備費分） 51,507                                           

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分）

1,244,586                                        

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 399,321                                          

小計　交付限度額（R7経済対策分） 1,244,586                                        

配分予定額計
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

小計　配分予定額計
（R7経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

【調整後】今回配分予定額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

配分予定額計

小計　配分予定額計
（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

小計　配分予定額計
（R7予備費分）

※記載は不要

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄
【調整後】本省繰越希望額

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）
（交付限度額⑥を上限とする）

669,586                                    

※【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥

※【調整前】本省繰越額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

125,115                                          

544,471                                          

700,115                                          

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分　交付限度額
※事務連絡は該当団体のみに通知

-                                                   

交付限度額計 1,669,694                                        

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

575,000                 

575,000                 

小計　交付限度額（R6経済対策分）

57,211                                   

Ｃ

エラー（効果
直接選択漏
れ）

エラー（枠選
択漏れ）

自治体利用
欄

自治体での予算区分
自治体利用
欄

エラー（予算
年度選択漏
れ）

国の重点支援地方交付金が活用されている旨
の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ 【R7補正のみ】

備考2
「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

国

の

予

算

年

度

（単位：千円）

56,039                                             

zaisei@city.aizuwakamatsu.lg.jp

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額④

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
今回配分予定額

国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

51,507                  
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

92,776                                             

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

令和７年度既配分額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
令和７年度既配分額

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

　

【
Ｒ

６

経

済

対

策

等

】
差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

絡

参

照

-                                                    

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

都道府県・市町村コード（５桁）

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費
※事務連絡は該当団体のみに通知

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費

700,115                                           

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

Ｎｏ

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

-                                                    

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考

エラー（推奨
本省繰越希
望額未入力）

                                      998,936

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年７月通知分）

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

小計　交付限度額④

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年12月通知分）

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

575,000                 

支援開始時期

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額③

エラー（臨時名称選
択漏れ）

エラー（事業
名称入力漏
れ）

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調整欄

移替先
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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｃ

エラー（効果
直接選択漏
れ）

エラー（枠選
択漏れ）

自治体利用
欄

自治体での予算区分
自治体利用
欄

エラー（予算
年度選択漏
れ）

国の重点支援地方交付金が活用されている旨
の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ 【R7補正のみ】

備考2
「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

国

の

予

算

年

度

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期
エラー（臨時名称選
択漏れ）

エラー（事業
名称入力漏
れ）
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12 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
会津若松市学校施設物価高
騰対策支援事業

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け
非常に寒冷な豪雪地であり、多くの暖
房用の燃料、電気等の使用が避けら
れない。また、夏季は、盆地であるため
高温多湿の日が続き、熱中症予防等
安全性を考慮すれば、冷房の稼働が
必須となっている。これらの地域的特
性は近年頻発する猛暑や豪雪・低温の
影響を顕在化させている。こうした状況
は、今般のエネルギー価格高騰の影
響を一層増大させており、こうした環境
下にあっても、児童・生徒の適切な学
習環境を確保するため必要と認識して
いる。

 11,467  11,467  11,467  -

①エネルギー価格高騰の影響を受けている市立学校の光
熱費に対し補助を行うことで、児童・生徒にとって適切な学
習環境の維持を図る。
②市立小・中、義務教育学校の電気料、ガス代、燃料費
③令和７年度当初予算額と、令和７年度決算見込額（上半
期実績＋エネルギー価格高騰を見込んだ下半期支出見込
額）の差額。
【小学校】
162,950,330円（決算見込額）-155,564,116円（当初予算額
=7,386,214円
【中学校】
74,544,285円（決算見込額）-70,463,838円（当初予算額）
=4,080,447円
【合計】
7,386,214円+4,080,447円=11,466,661円
④市立小・中、義務教育学校　30校

－ － － R7.4 R8.3
　市立小中・義務教育学校30校における
児童、生徒の快適な学習環境の維持。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 公立学校施設 市ホームページ R7補正（地）

13 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（文化センター管理費）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け
非常に寒冷な豪雪地であり、多くの暖
房用の燃料、電気等の使用が避けら
れない。また、夏季は、盆地であるため
高温多湿の日が続き、熱中症予防等
安全性を考慮すれば、冷房の稼働が
必須となっている。これらの地域的特
性は近年頻発する猛暑や豪雪・低温の
影響を顕在化させ、今般のエネルギー
価格高騰の影響を一層増大させてお
り、指定管理者では大きな負担となって
いる。こうした物価高騰の状況下では、
受益者負担の原則に照らせば利用料
への転嫁やサービス水準の見直しも余
儀なくされるところ、その場合、本施設
は直接住民の利用に供する施設であ
り、住民負担の増大が避けられない。
そのため、物価高騰対策として本交付
金を活用し、補助金として指定管理者
を支援することにより、新たな負担を求
めることなく、住民サービスの継続を図
るもの。

 1,561  1,561  1,561  -

①原油価格・物価高騰対策として、施設の指定管理者に対
し、電気料金等の高騰分について支援を行うことで、安定
かつ円滑な施設の管理運営を図る
②原油価格高騰の影響を受けている電気料金等
③指定管理者への補助金（令和7年度支出見込額-当初見
込額）1,561千円
④公益財団法人会津若松文化振興財団

○ － － R8.3 R8.3 支援額：1,561千円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

対象者に直接通知
市ホームページ R7補正（地）

14 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（會津風雅堂管理費）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け
非常に寒冷な豪雪地であり、多くの暖
房用の燃料、電気等の使用が避けら
れない。また、夏季は、盆地であるため
高温多湿の日が続き、熱中症予防等
安全性を考慮すれば、冷房の稼働が
必須となっている。これらの地域的特
性は近年頻発する猛暑や豪雪・低温の
影響を顕在化させ、今般のエネルギー
価格高騰の影響を一層増大させてお
り、指定管理者では大きな負担となって
いる。こうした物価高騰の状況下では、
受益者負担の原則に照らせば利用料
への転嫁やサービス水準の見直しも余
儀なくされるところ、その場合、本施設
は直接住民の利用に供する施設であ
り、住民負担の増大が避けられない。
そのため、物価高騰対策として本交付
金を活用し、補助金として指定管理者
を支援することにより、新たな負担を求
めることなく、住民サービスの継続を図
るもの。

 6,629  6,629  6,629  -

①原油価格・物価高騰対策として、施設の指定管理者に対
し、電気料金等の高騰分について支援を行うことで、安定
かつ円滑な施設の管理運営を図る
②原油価格高騰の影響を受けている電気料金等
③指定管理者への補助金（令和7年度支出見込額-当初見
込額）6,629千円
④公益財団法人会津若松文化振興財団

○ － － R8.3 R8.3 支援額：6,629千円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

対象者に直接通知
市ホームページ R7補正（地）

15 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（市民スポーツ施設管
理費）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け
非常に寒冷な豪雪地であり、多くの暖
房用の燃料、電気等の使用が避けら
れない。また、夏季は、盆地であるため
高温多湿の日が続き、熱中症予防等
安全性を考慮すれば、冷房の稼働が
必須となっている。これらの地域的特
性は近年頻発する猛暑や豪雪・低温の
影響を顕在化させ、今般のエネルギー
価格高騰の影響を一層増大させてお
り、指定管理者では大きな負担となって
いる。こうした物価高騰の状況下では、
受益者負担の原則に照らせば利用料
への転嫁やサービス水準の見直しも余
儀なくされるところ、その場合、本施設
は直接住民の利用に供する施設であ
り、住民負担の増大が避けられない。
そのため、物価高騰対策として本交付
金を活用し、補助金として指定管理者
を支援することにより、新たな負担を求
めることなく、住民サービスの継続を図
るもの。

 3,626  3,626  3,626  -

①物価高騰対策として、原油価格高騰の影響を受けている
指定管理者に対し、その対象となる電気料、ガス代、燃料
費の高騰分を支援することにより、適切な施設運営を図る。
②原油価格高騰の影響を受けている電気料、燃料費
③指定管理者への補助金（令和7年度支出見込額-当初見
込額）3,626千円
④一般財団法人会津若松市公園緑地協会

○ － － R8.3 R8.3 支援額：3,626千円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

対象者に直接通知
市ホームページ R7補正（地）

16 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（コミュニティプール管理
費）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け
非常に寒冷な豪雪地であり、多くの暖
房用の燃料、電気等の使用が避けら
れない。この地域的特性は近年頻発す
る豪雪や低温の影響を顕在化させ、今
般のエネルギー価格高騰の影響を一
層増大させており、指定管理者では大
きな負担となっている。こうした物価高
騰の状況下では、受益者負担の原則
に照らせば利用料への転嫁やサービ
ス水準の見直しも余儀なくされるとこ
ろ、その場合、本施設は直接住民の利
用に供する施設であり、住民負担の増
大が避けられない。物価高騰対策とし
て、そのような事態を防ぐため、本交付
金を活用し補助金として支援し、適切
な事業継続を図るもの。

 8,756  8,756  8,756  -

①物価高騰対策として、原油価格高騰の影響を受けている
指定管理者に対し、その対象となる電気料、ガス代、燃料
費の高騰分を支援することにより、適切な施設運営を図る。
②原油価格高騰の影響を受けている電気料、ガス代、燃料
費
③指定管理者への補助金（令和7年度支出見込額-当初見
込額）8,756千円
④株式会社会津インターナショナルスイミングスクール

○ － － R8.3 R8.3 支援額：8,756千円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

対象者に直接通知
市ホームページ R7補正（地）


